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つながり人口創出のための「信州・地域プラットフォーム」構築推進事業業務委託 

仕様書（案） 

 

本仕様書は、長野県が実施する「つながり人口創出のための『信州・地域プラットフォーム』構築推進

事業」業務を委託するにあたり、委託契約書に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

 

１ 趣旨 

 地方で活躍の場を求めている都市部の人材（以下、「事業参加者」という。）と事業対象地域となる長野

市鬼無里地区及び小川村（以下「対象地域」という。）との協働により、地域に居住しなくとも地域や地

域の人々と多様に関わる「つながり人口」の創出に向けた地域活性化策を研究して実践するモデル事業

を実施し、そのプロセス及び成果を県内に波及させ、将来の移住・二地域居住につなげ、地域の活性化を

図る。 

 

２ 委託業務名 

  つながり人口創出のための「信州・地域プラットフォーム」構築推進事業業務 

 

３ 業務の期間 

  契約締結の日から平成31年２月14日まで 

 

４ 業務の考え方等 

（１） 現状と課題 

   近い将来、首都圏においても人口減に転じるとの予測がされている中、従来の手法で移住者や

交流人口を増やすことには限界がある。移住せずとも、地域に関わってくれる「つながり人口」

を増やすことが地域の活性化戦略の一つとして、また将来の移住・二地域居住者となる可能性が

あるものとして注目されているが、県内にはその手法、ノウハウが乏しいという課題がある。 

（２） 業務の方針及び目的 

対象地域において従前から実施している事業等を活用し、地域に合ったつながり人口創出方法

を事業参加者と地域の関係者（以下「自治体職員等」という。）がアドバイザーとともに協働で研

究・実践を行う。実施にあたっては、つながり人口創出の実績等をもつ有識者であるアドバイザー

が、ＯＪＴ式にスキルや学びあいの場を提供し、伴走することにより、関係者自身が課題の本質を

理解し、対象地域において一過性の取り組みに終わることなく、中長期的に取り組める環境をプ

ロジェクト構想として提案、一部を実践し、継続的に「つながり人口」として関わる人材の定着を

促すものとする。 

また、この研究・実践の成果をモデル事業として、県内の市町村とも共有化を図り、長野県へ

のつながり人口創出の普及を図る。 

（３）求める事業参加者像 

    地方の課題解決や地域活動に対して興味・関心があり、新たな発想力・情報発信力、多様な経験・
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スキル等を活かし、関係者と協働できる者 

 

５ 具体的な業務内容 

  以下に掲げる業務の企画、実施にあたっては、委託者と十分協議の上、協働して実施するものとする。 

（１） 事業参加者の獲得及び情報発信 

  （ア）事業参加者の獲得 

     ａ 事業参加者は長野市 10名、小川村10名の計 20名定員として募集し、事業運営に支障のな

い人数を確保すること。 

（イ）専用ＷＥＢサイトの制作・管理及び広報等 

ａ 事業参加者の募集（応募フォーム含む。）、事業の情報発信等を行うため、専用ＷＥＢサイト

の構築及び管理を行うこと。 

・ドメイン及びサーバ証明書（ＳＳＬ）の取得、設定を行うこと。 

     ・ＷＥＢサーバの設定、データベースの構築、ＤＮＳサーバの設計、設定等ＷＥＢの環境構築

に関する作業を行うこと。 

     ・ＷＥＢサイトのデザイン作成、設計機能の実装（プログラミング）、運用テスト等の作業を行

うこと。 

     ・その他、ＷＥＢ構築、運用に係る作業を行うこと。 

     ・セキュリティ対策については、最新の情報をもとに万全な対策を実施すること。 

     ・主要なＰＣ、スマートフォン、タブレット用ブラウザで支障なく利用できること。 

（ウ）事業参加者獲得のための募集説明会等の企画 

  ａ 都内で開催することとし、開催時期、会場及び内容等について企画すること。 

（エ）業務に関する情報発信 

  ａ 専用ＷＥＢ又はＳＮＳを使用し、事業に関する情報発信を行う体制とすること。 

 （２）アドバイザーの配置ついて 

（ア）地域別メンターの手配 

   ａ 対象地域で本事業を展開するにあたり、事業全般に伴走し、関係者を先導するアドバイザー

として「地域別メンター」を関係人口創出の実績がある有識者等から各地域１名程度手配す

ること。 

   ｂ 地域別メンターは全事業に伴走し、事業参加者と自治体職員等とが協働で研究・実践するた

めの助言、連絡調整等を行い、事業参加者等による中長期的に取組むプロジェクトの提案の

実現まで導くこと。 

（３）事業の全体デザイン及びコーディネート 

（ア）キックオフ合宿の企画 

ａ 対象地域の事業参加者と自治体職員等とが合同で集まる場として設定し、地域に合った関係

人口を創出するにあたって必要な知識の醸成、地域の現状や課題整理等を図るとともに、フ

ィールドワークにつながるプログラムを企画すること。 
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ｂ キックオフ合宿の実施日は９月22日（土）から 23日（日）の１泊２日とし、会場は委託者

が指定する長野市内とすること。 

（イ）フィールドワーク等への地域別メンターによる伴走 

    ａ 対象地域で行うフィールドワークでは、現地で現状や課題を認識・分析し、課題解決に向けた

アイデア創出を行えるように、事業参加者と自治体職員等とともにプランを考え、地域別メン

ターが助言・伴走する体制とすること。 

    ｂ フィールドワークは履行期間中に２回実施することとし、１回目はキックオフ合宿と連続す

る９月 23日（日）から 24日（月）とする。２回目の日程等については、事業参加者と自治

体職員等と検討の上で決定し、伴走すること。 

ｃ 地域別メンターはプロジェクト構想発表に向けて、必要なフォローを実施すること。 

  （ウ）プロジェクト構想発表会の企画 

    ａ キックオフ合宿やフィールドワークでの内容を踏まえた対象地域の研究の成果を発表し、「協

働実践活動」を含めた今後のプロジェクト構想として発表する場となるプログラムを企画す

ること。 

    ｂ 開催日は11月 11日（日）とし、都内での開催を企画すること。 

c プロジェクト構想に対して１名以上の有識者がアドバイスをする機会を設けること。 

  （エ）地域別「協働実践活動」の実施フォロー 

    ａ 地域別メンターは、事業参加者と自治体職員等が地域の関係者と協働して実施する「協働実

践活動」のフォローを行うこと。 

（オ）事業成果発表会の企画 

   ａ 地域での「協働実践活動」の振り返りと併せて、県内市町村を対象とした本事業の成果、ノ

ウハウなどを共有するための発表会を企画すること。 

    b 長野県内で１月中下旬に開催することとし、日程及び場所は委託者が指定する。 

  （カ）委託事業者の提案によるもの 

    

６ 事業スケジュール（目安） 

 

 

 

 

 

 

７ 事業目標 

 （１）事業に参加する都市部の人材（以下「事業参加者」という。）：20名 

 （２）長野市鬼無里地区及び小川村で行う「地域実践活動」の参加者数：延べ50名以上 

  （３）事業成果発表会への参加市町村数：15以上 

７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 

   

 
   

 

 ・募集説明会 ・キックオフ合宿＋ 

フィールドワーク① 

フィールドワーク② 

・事業成果発表会 

協働実践 

活動 

・プロジェクト構想発表会 ・契約 
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８ 業務委託費の範囲 

業務委託費には、上記に関わる業務に必要な人件費、報償費、旅費、宿泊費（事業参加者及び自治体

職員等に係る経費は含まない。）、会場費、消耗品費、企画立案費、調査、打合せ業務等に要する経費を

含むこととする。ただし、キックオフ合宿及び事業成果発表会に係る会場費、消耗品費等は委託者の

負担とする。 

 

９ 補足事項 

（１）事業参加者からは参加負担金として１万円を徴するが、その事務は県が行うこととする。 

 （２）事業参加者が実施する協働実践活動の実施に係る経費は、上限を 40万円とし、長野市、小川村が

負担する。 

 （３）本事業は総務省と本県との委託事業の一部であるため、本仕様書に定めることのほか、総務省か

らの指示事項について協力すること。 

   

10 成果品等 

（１）成果品及び成果報告書 

キックオフ合宿、フィールドワーク、プロジェクト構想発表会、協働実践活動における成果報告書

を電子データで提出すること。ただし、報告書は任意様式とし、それぞれの活動の実施内容及び結果

等を盛り込むこと。また、提出された成果品は長野県に帰属するものとする。 

（２）提出期限 

平成31年２月14日（木） 

（３）提出先 

   〒380-8570 

 長野市大字南長野字幅下692-2 

   長野県企画振興部地域振興課楽園信州・移住推進室 

 

11 留意事項 

 （１）著作権の取り扱い 

    本委託業務の実施による文章、画像その他一切の著作権については、原則としてすべて委託者が

保有するものとし、委託者は事前の連絡なく加工及び２次利用できるものとする。また、受託者が

複写、複製その他の方法により他の利用に供する場合は、あらかじめ委託者の承諾を得なければな

らない。受託者は、成果品に係る著作者人格権を有する場合においても、これを行使しないものと

する。 

 （２）秘密保持 

    本委託業務を行うため、個人情報を取り扱う場合は、「長野県個人情報保護条例」を準用するとと

もに、個人情報保護に関する法令を遵守すること。 
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 （３）その他 

    制作物等が他者の所有権や著作権を侵害しないよう配慮すること。また、肖像権の侵害が生じな

いようにすること。 

 

12 その他 

 （１）業務の実施にあたっては、委託者と綿密な連絡を取り、その指示に従うこと。 

 （２）本仕様書に明示無き事項または業務に疑義が生じた場合は、委託者及び受託者双方の協議により

業務を進めるものとする。 


